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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも二つの異なる気流（１、２）の間の熱及び湿気を同時に移動させる方法であ
り、その際、該二つの気流（１、２）は少なくとも一つのテキスタイルの交換面（８）を
介して互いに連通しており、そして、その際、一つの気流（２）中に存在する湿気が、湿
度勾配に従って別の気流（１）に移動し、そして、そのために、該テキスタイルの交換面
（８）が、水結合性フィラー（ｗａｓｓｅｒｂｉｎｄｅｎｄｅｎ　Ｆｕｅｌｌｓｔｏｆｆ
）でコーティングされる平坦な支持体を有する方法であって、該フィラーでコーティング
された平坦な支持体が三次元に形成されていることを特徴とする、上記の方法。
【請求項２】
　前記平坦な支持体が、ポリエステル繊維又はポリエステル糸からなる、フェルト及び／
又はフリース及び／又は織物及び／又は編み物からなるテキスタイルの平坦形成物として
形成されていることを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記フィラーが、懸濁物として、前記平坦な支持体上に施用されることを特徴とする、
請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記支持体が、浸漬浴を介して導入され、そして前記フィラーでコーティングされるこ
とを特徴とする、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
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　前記フィラーでコーティングされた支持体が、高温空気で乾燥されることを特徴とする
、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記フィラー自体が、本質的に、吸湿性フィラー材料並びにバインダーから構成されて
いることを特徴とする、請求項１～５のいずれか一つに記載の方法。
【請求項７】
　フィラー材料として、無機鉱物及び／又は無機塩及び／又は有機吸収剤が使用されるこ
とを特徴とする、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　バインダーとして、合成樹脂ベースの接着剤が使用されることを特徴とする、請求項６
又は７に記載の方法。
【請求項９】
　前記フィラーが、粒状形状又は粉末形状で水と共に懸濁液に混合されることを特徴とす
る、請求項１～８のいずれか一つに記載の方法。
【請求項１０】
　前記フィラーに、界面活性剤又は顔料、さらには、抗菌性添加剤が追加的に添加される
ことを特徴とする、請求項１～９のいずれか一つに記載の方法。
【請求項１１】
　前記フィラーでコーティングされた平坦な支持体が、２０ｇ／ｍ２～４００ｇ／ｍ２の
面積重量を有することを特徴とする、請求項１～１０のいずれか一つに記載の方法。
【請求項１２】
　前記平坦な支持体が、プラスチック造形法により三次元に形成されていることを特徴と
する、請求項１～１１のいずれか一つに記載の方法。
【請求項１３】
　気流（２）として、一方、熱源の排ガス流（２）が、他方、供給空気流（１）が、空間
を加熱するのに使用されることを特徴とする、請求項１～１２のいずれか一つに記載の方
法。
【請求項１４】
　少なくとも二つの異なる気流（１、２）の間の熱及び湿気を同時に移動させる装置であ
り、その際、該二つの気流（１、２）は少なくとも一つのテキスタイルの交換面（８）を
介して互いに連通しており、そして、その際、一つに気流（２）中に存在する湿気が、湿
度勾配に従って別の気流（１）に移動し、そして、そのために、該テキスタイルの交換面
（８）が、水結合性フィラー（ｗａｓｓｅｒｂｉｎｄｅｎｄｅｎ　Ｆｕｅｌｌｓｔｒｏｆ
ｆ）でコーティングされた平坦な支持体を有する装置であって、該フィラーでコーティン
グされた平坦な支持体が三次元に形成されていることを特徴とする、上記の装置。
【請求項１５】
　前記テキスタイルの交換面（８）が、それぞれ空気／空気熱交換器（９）中の平坦膜（
８）として形成されていることを特徴とする、請求項１４に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、少なくとも二つの異なる気流の間で熱及び湿気を同時に移動させるための方
法及び装置に関し、その際、該気流は、少なくとも一つのテキスタイルの交換面を介して
互いに連通している。
【背景技術】
【０００２】
　二つの気流は、異なる温度及び／又は異なる湿度（含水量（Ｆｅｕｃｈｔｅｇｅｈａｌ
ｔ））を有することで通常異なっている。例えば、原型的な従来技術において、ドイツ国
特許出願公開第１０　２００９　０００　６１７　Ａ１号明細書（特許文献１）は、流体
を脱湿、加熱及び／又は冷却するための、交換面としてテキスタイルのウェッブを備え、
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一方の液体流がウェッブに沿って流れる装置に関する。さらに、そのテキスタイルのウェ
ッブにガス流が供給される。その交換面の上流には、液体のための分配装置が設けられて
いる。その液体の助けにより、交換面は機能する（ｂｅａｕｆｓｃｈｌａｇｔ）。このよ
うに、特に、吸収剤として形成された装置において、湿気を取り込む液体によってガスの
脱湿が達成される。
【０００３】
　事実、空気の脱湿は、供給された空気が含水の食塩水溶液のベースと接触して起こる。
この文脈において、空気と食塩水溶液との間の効率的な物質移動及び熱移動を保証するた
めに、吸収材は、可能な限り大きな特別の交換面を利用する。この公知の手順は、空気の
脱湿に関しては実証できていると考えられるが、食塩水溶液の使用及び供給を前提として
いる。
【０００４】
　それ以外には、ドイツ国特許出願公開第１９７　５２　７０９　Ａ１号明細書（特許文
献２）が、慣用的な溶鉱炉における排ガス損失を防止する排ガス変成器を開示している。
この場合、特に、煙突中での凝縮を回避するために、高温かつ湿度の高いボイラー排ガス
から熱を回収することにより、生温かくかつ乾燥した煙突排ガスが生成される。そのため
に、元来の燃焼排ガス又はボイラー排ガスは、空気圧縮冷却器中での周囲空気又は新鮮な
空気との熱交換によってそのエンタルピーを可能な限り最大限排除した後でさえ、さらに
冷却され、かつ脱湿される。煙突排ガスを混ぜ合わせるが、その際、煙突内部で水を凝縮
させるべきではない。しかしながら、とりわけ追加の凝縮冷却装置によって、それに伴う
設計上の煩雑さは大きく、そのため、これまでのところ適当な装置は実現できていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】ドイツ国特許出願公開第１０　２００９　０００　６１７　Ａ１号明細書
【特許文献２】ドイツ国特許出願公開第１９７　５２　７０９　Ａ１号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、少なくとも二つの異なる気流の間での熱及び湿気を同時に移動させるそのよ
うな方法、及び、可能な限り効率的な熱の移動及び湿気の移動が同時に、建設的かつ方法
的に簡単な設計で達成される装置をさらに開発する際の技術的な問題に基づいている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この技術的な問題点を解決するために、少なくとも二つの異なる気流の間の熱及び湿気
を移動させるための本発明の方法は、あたかも例外なしに流れるように、そして、二つの
異なる気流の間の温度勾配に従う熱の移動に続いて、さらに、湿気の移動も起こり、その
際、気流中の湿気が、湿度勾配又は水分の濃度勾配に従って、他方の気流に移動し、そし
て、そのために、テキスタイルの交換面が、水結合するフィラーでコーティングされた平
坦な支持体を有することを特徴とする。
【０００８】
　それ故、本発明の範囲内において、二つの異なる気流の間での熱の移動及び湿気の移動
は同時に起こるものと表明される。その場合、気流は、原則的に、いずれの技術的デバイ
スに由来するものであるか、あるいはそのようなデバイスへ導入することができるもので
ある。一般に、二つの気流が、異なる温度かつ異なる水分含量を有することは重要である
。それによって、二つの気流の間に、上述の温度勾配も湿度勾配も存在する。二つの勾配
は、熱及び湿気の所望の移動をもたらす。
【０００９】
　その場合、本発明は、補足的に、気流の元来の水分、すなわち、関連する気流中にいず
れにせよ存在している水分含量を、他方の（通常乾燥した）気流を湿らせるのに有利に利
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用することができることから出発する。つまり、本発明の範囲内において、追加的な水分
の導入又は水分の導出は明らかに行われるのではなく、つまり、水分含量の勾配によって
、二つの気流の間の湿気の置き換えが簡単に行われる。
【００１０】
　二つの気流の間にあるテキスタイルの交換面は、この目的のために、水と結合するフィ
ラーでコーティングされた平坦な支持体として設計される。その水と結合するフィラーは
、一方の気流の水分を受容し、そして、そのテキスタイルの交換面の多孔質な特性に基づ
いて、水分勾配によってその水分を他方の気流に渡す。その際、原則として、水結合する
フィラーの構成によって、そのように実現された膜を介した水分の拡散速度を調整するこ
とができる。
【００１１】
　実際に、この文脈において、フェルト及び／又はフリース及び／又は織物及び編み物か
らなるテキスタイルの平坦な構造物として、平坦な支持体を形成した場合にそのことが実
証されている。その際、水結合するフィラーでの平坦な支持体のコーティングは、一般に
、フィラーを懸濁液として、特に、水懸濁液として支持体上に施用するように遂行される
。平坦な支持体を、浸漬浴を介して誘導し、そしてフィラーでコーティングすることが特
に実証されている。浸漬浴は、当該の水懸濁液、つまり、水及びその水中に分散されたフ
ィラーからなる材料混合物であり、これは、このようにしてテキスタイルの平坦構造物に
所望に応じてコーティングされる。
【００１２】
　フィラー自体は、一般に、含水性のフィラー材料並びにバインダーから構成される。そ
の吸湿性のフィラー材料を用いて、気流中の水分を結合させ、そして、それに対向する乾
燥した他方の気流に適当に渡す。この文脈において、バインダーは、フィラー材料が、平
坦な支持体に付着し、そして同時に、このように形成され、かつ、水結合するフィラーで
コーティングされた平坦な支持体を、実際面では、いずれの考慮し得る形態、特に、三次
元形態に形成できることが保証される。
【００１３】
　この目的のために、バインダーとして、アクリレートのような合成樹脂ベースの典型的
な接着剤か、又はその他の合成樹脂系接着剤が使用される。使用するフィラー材料との組
合せにおいて、このバインダーは、全体として、フィラーでコーティングした支持材が、
原則的に、いずれの形態にもすることができることを保証する。フィラーでコーティング
された平坦な支持体の三次元の造形もまた考慮可能である。その場合、さらに、アクリレ
ートのような合成樹脂系接着剤は、この点において、例えば、深絞り法、のような公知の
プラスチック造形法の利用を可能にする。
【００１４】
　吸湿性のフィラー材料の場合、多様な選択可能性がある。そのため、フィラー材料とし
て、ケイ酸アルミニウム又はテクトケイ酸塩のような無機鉱物及が使用される。この文脈
において、本発明は、例えば、軽石、ベントナイト、ゼオライト等を、代替物として、又
は追加的に、吸湿性のフィラーとして使用できるが、例えば、塩化リチウム、炭酸ナトリ
ウム等の無機塩も利用できる。追加的に又は代替的に、本発明では、有機吸収剤又は同等
の吸湿性材料の使用、例えば、いわゆる超吸収剤、つまり、液体からの受容時に膨張して
ハイドロゲルを形成する合成樹脂の使用が推奨される。この点において、アクリル酸及び
アクリル酸ナトリウムからなるコポリマー、例えば、ポリアニリンが主として使用される
。
【００１５】
　いずれの場合においても、有望な含水フィラー又は貯水フィラー材料及び放水フィラー
材料はバインダーと組み合わせて、気流の余剰の水分を受容すべき位置で、かつ、対応す
る乾燥した他方の気流に該水分を渡す位置で使用することができる。このことは全体的に
多孔質に設計されたテキスタイルの交換面によって保証され、該面を介して二つの異なる
気流は互いに連通する。



(5) JP 6302558 B2 2018.3.28

10

20

30

40

50

【００１６】
　それにより、バインダーと組み合わせたフィラーは水懸濁液として欠点なく、平坦な支
持体上をコーティングするのに施用することができ、該フィラーは、典型的には、粒状形
態又は粉末形態で存在し、そしてその後、水と混合されて上述の懸濁液又は水懸濁液にさ
れる。ここで、最大約５００μｍの径を有する粒状物か、又は１００μｍ以下の粉末度を
有する対応の粉末が特に有利であることが判明している。さらに、そのように設計された
フィラーに、上記の粒度を考慮して、同様に、粒状形態又は粉末形態の添加剤を追加的に
供給することができる。当該添加剤は、水の表面張力を低下させ、それ故、支持体の濡れ
性を向上させるための界面活性剤、例えば着色のための顔料、及び抗菌剤であることがで
きる。抗菌性添加剤の場合、殺生物剤又は銀化合物が特に有利であることが判明しており
、これらは、上記のテキスタイルの交換面上で起こり得る菌類の成長を効果的に防止する
。
【００１７】
　フィラーでコーティングされた平坦な支持体は、典型的に、２０ｇ／ｍ２～４００ｇ／
ｍ２の面積重量を有する。好ましくは、該面積重量は、約５０ｇ／ｍ２～１５０ｇ／ｍ２

であり、特に好ましくは、約５０ｇ／ｍ２～９０ｇ／ｍ２である。このように、フィラー
でコーティングされた平坦な支持体及びそのようにして実現された膜は、例えば、熱交換
器中に組み込むか又はこれと組み合わせることが簡単にできる。事実、気流が、一方が排
ガス流、例えば、熱源、特に、家庭用の熱源であり、そして他方が、暖房するための供給
空気として設計された場合に、実際に実証されている。熱源、特に家庭用の熱源は、好ま
しくは、いわゆる風呂、又は例えば、居間の床暖房に使用される加熱装置である。一般に
、そのような風呂は、ガス又は天然ガスで運転される。しばしば、そのような風呂は、コ
ンボ風呂（Ｋｏｍｂｉｔｈｅｒｍｅｎ）といて利用でき、優先的に温水を原則的に連続流
で提供し、そして、追加的に、加熱モードで作動させることができる。
【００１８】
　いずれの場合においても、そのような風呂は、典型的には、その風呂から生じた排ガス
流が比較的高い水分含量を有し、これはとりわけ、天然ガス燃焼時の燃焼ガスの露点が、
わずかに約６０℃であることを特徴とする。これは、天然ガス中に主として存在するメタ
ンの燃焼時に、メタンの水素原子の酸化によって多量の水蒸気が発生することに本質的に
起因している。ドイツ国特許出願公開第１９７　５２　７０９　Ａ１号明細書（特許文献
２）にすでに記載されている従来技術の範囲内では、１００％に近いこの高い水分含量に
よって、しばしば、煙突及び暖炉の煤化を招く結果となる。実践において、例えば、ポリ
プロピレン又はステンレス鋼製の暖炉管を追加的に導入する試みがなされている。
【００１９】
　本発明によれば、そのような熱源及び大抵家庭用の熱源、特に、風呂の湿った排ガス流
だけが、暖房のための供給空気を湿らせるのに利用される。事実、供給空気は大抵乾燥し
ており、いずれに場合にも、健康に必要な約４０％～６０％の相対湿度を超えない。この
乾燥した供給空気を湿らせるために、特別な膜を使用する本発明の方法を使用することに
より、例えば、風呂の湿った排ガス流を脱湿し、そして同時にその乾燥した供給空気を湿
らせることが保証される。
【００２０】
　このように、排ガス中に本来存在する湿気、つまり、主に、天然ガス又はメタンの燃焼
によって生じる湿気が、供給空気を湿らせるのに有利に利用される。当然ながら、これは
、産業用のプロセスにも、また、居住空間を空調するのにも利用できる。
【００２１】
　さらに、本発明は、例えば風呂の排ガス流中に存在する水は脱塩水である、つまり、そ
のような水は、蒸留水に近いものであるという事実を利用するものである。このことは、
その水が、上述したように天然ガス又はメタンの酸化プロセスに由来するため、全くある
いは実際上全く塩を含まないという事実に帰すことができる。すなわち、供給空気を湿ら
せる過程で、例えば水を脱塩するために、高価な処理対策を明らかに省くことができる。
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それにより、以前は空気を湿らせるのに使用される水道水を慣習的に完全に脱塩する手間
が省かれる。
【００２２】
　さらに、二つの気流の間で湿気の移動及び熱の移動が起こり、そして、同時に、二つの
気流、又は供給空気と排気との間の完全な分離が達成される。この完全な分離は、本発明
により使用され、そして水結合性のフィラーでコーティングされた支持体は排ガスのガス
構成成分のために透過性でないか、あるいはそれに相当するよう調整できることに基づい
ている。単に、記載する、排ガス流中に存在する凝縮した湿気を、そのように実現された
膜、又は実現されたテキスタイルの交換面を介して拡散させることができる。
【００２３】
　全体として、著しく増大した効率、及び、製造費用の顕著な低減が観察される。一般に
、従来技術におけるような煙突中の管に対する追加的な導入物が排除できるため、材料の
投入量もまた低減できる。追加の換気扇、例えば、供給空気換気扇及び／又は排気もしく
は排ガス換気扇を用いて、必要に応じ、個々の気流の流量を高めて効率を改善することも
できる。
【００２４】
　再び、適切に設計されたテキスタイルの交換面又は水結合性のフィラーでコーティング
された平坦な支持体を使用することによって、高い長期安定性が観察される。というのも
、例えば、風呂又はガスボイラーにおける二つの気流の温度が、約１３０℃を越えないこ
とが観察され、適当な材料により問題なくコントロールできるからである。これは特に、
例えば、ポリエステル糸から平坦な支持体が製造される場合に当てはまる。いずれの場合
も、テキスタイルの交換面によって、湿気を含んだ気流、又は排ガス流は、そのテキスタ
イルの交換面の領域で、典型的には露点を下回るのを確実にする。これは、同時の熱移動
によって明らかにできる。
【００２５】
　このように、気流又は排ガス流中の凝縮物はテキスタイルの交換面で沈殿し、そして、
水結合性のフィラーに受容される。このように実現された膜が、全体として透過性に形成
されるため、そのテキスタイルの交換膜を介して沈殿した湿分が、そこを通って対向する
側に拡散し、そしてそこで、それに対向する乾燥した他方の気流、又は例えば供給空気に
当たる。
【００２６】
　平坦な支持体は、水結合性のフィラーで一回又は二回以上コーティングできる。それに
よって層の厚さを変更することができる。このように、本発明により、そのように実現さ
れた膜の多孔率を変更することが可能となる。それにより、当該膜の湿分透過率も、最終
的なガス透過率と同様に調整できる。それ故、本質的な利点が見られる。
　本発明の特徴は次のとおりである。
１．　少なくとも二つの異なる気流（１、２）の間の熱及び湿気を同時に移動させる方法
であり、その際、該二つの気流（１、２）は少なくとも一つのテキスタイルの交換面（８
）を介して互いに連通している、該方法であって、一つの気流（２）中に存在する湿気が
、湿度勾配に従って別の気流（１）に移動し、そして、そのために、該テキスタイルの交
換面（８）が、水結合性フィラー（ｗａｓｓｅｒｂｉｎｄｅｎｄｅｎ　Ｆｕｅｌｌｓｔｏ
ｆｆ）でコーティングされる平坦な支持体を有することを特徴とする、上記の方法。
２．　前記平坦な支持体が、特に、ポリエステル繊維又はポリエステル糸からなる、フェ
ルト及び／又はフリース及び／又は織物及び／又は編み物からなるテキスタイルの平坦形
成物として形成されていることを特徴とする、上記の特徴１に記載の方法。
３．　前記フィラーが、懸濁物、特に、水懸濁物として、前記平坦な支持体上に施用され
ることを特徴とする、上記の特徴１又は２に記載の方法。
４．　前記支持体が、浸漬浴を介して導入され、そして前記フィラーでコーティングされ
ることを特徴とする、上記の特徴３に記載の方法。
５．　前記フィラーでコーティングされた支持体が、例えば、高温空気で乾燥されること
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を特徴とする、上記の特徴４に記載の方法。
６．　前記フィラー自体が、本質的に、吸湿性フィラー材料並びにバインダーから構成さ
れていることを特徴とする、上記の特徴１～５のいずれか一つに記載の方法。
７．　フィラー材料として、ケイ酸アルミニウム、テクトケイ酸塩のような無機鉱物及び
／又は塩化リチウムのような無機塩及び／又はポリアニリンのような有機吸収剤が使用さ
れることを特徴とする、上記の特徴６に記載の方法。
８．　バインダーとして、例えば、アクリレートのような合成樹脂ベースの接着剤が使用
されることを特徴とする、上記の特徴６又は７に記載の方法。
９．　前記フィラーが、粒状形状又は粉末形状で水と共に懸濁液に混合されることを特徴
とする、上記の特徴１～８のいずれか一つに記載の方法。
１０．　前記フィラーに、界面活性剤又は顔料のような添加剤、さらには、殺生物剤、銀
化合物等のような抗菌性添加剤が添加されることを特徴とする、上記の特徴１～９のいず
れか一つに記載の方法。
１１．　前記フィラーでコーティングされた平坦な支持体が、２０ｇ／ｍ２～４００ｇ／
ｍ２、好ましくは５０ｇ／ｍ２～１５０ｇ／ｍ２、そして特に好ましくは５０ｇ／ｍ２～
９０ｇ／ｍ２の面積重量を有することを特徴とする、上記の特徴１～１０のいずれか一つ
に記載の方法。
１２．　前記フィラーでコーティングされた平坦な支持体が、例えば、プラスチック変形
法により三次元に形成されていることを特徴とする、上記の特徴１～１１のいずれか一つ
に記載の方法。
１３．　気流（２）として、一方、例えば、熱源の排ガス流（２）が、他方、供給空気流
（１）が、空間を加熱するのに使用されることを特徴とする、上記の特徴１～１２のいず
れか一つに記載の方法。
１４．　少なくとも二つの異なる気流（１、２）の間の熱及び湿気を同時に移動させる装
置であり、その際、該二つの気流（１、２）は少なくとも一つのテキスタイルの交換面（
８）を介して互いに連通している、該装置であって、一つに気流（２）中に存在する湿気
が、湿度勾配に従って別の気流（１）に移動し、そして、そのために、該テキスタイルの
交換面（８）が、水結合性フィラー（ｗａｓｓｅｒｂｉｎｄｅｎｄｅｎ　Ｆｕｅｌｌｓｔ
ｒｏｆｆ）でコーティングされた平坦な支持体を有することを特徴とする、上記の装置。
１５．　前記テキスタイルの交換面（８）が、それぞれ空気／空気熱交換器（９）中の平
坦膜（８）として形成されていることを特徴とする、上記の特徴１４に記載の装置。
【００２７】
　以下に、図面に示した唯一の実施形態に基づいて本発明をより詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】図１は、本発明の装置の概要を示す。
【図２】図２は、図１中のＸ方向から見た、本発明により実現された膜を含む熱交換器を
示す。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　図には、少なくとも二つの異なる気流１、２の間で熱及び湿気を同時に移動させるため
の装置が示されている。これら二つの気流１、２は、一方が流入空気流１であり、そして
、他方が排ガス流２である。この図１による実施形態では、空気流１に循環空気流３も追
加的に混合されているが、この循環空気流は必然ではなく、単なる模範例として与えられ
ている。流入空気流１及び、場合によっては、循環空気流３の助けによって、単に概略的
に示されているハウジング４が少なくとも部分的に加熱される。
【００３０】
　事実、温水を加熱又は供給するために、いわゆる風呂（Ｔｈｅｒｍｅ）又は圧縮ボイラ
ー５が追加的に設けられている。この実施形態において、その風呂又は圧縮ボイラー５は
いわゆるガス風呂であり、つまり、天然ガスで駆動されるものである。天然ガスを燃焼さ
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せる際、主要なメタンが酸化され、その結果、風呂５を出る排ガス流２は、水の高い含水
量を有する。
【００３１】
　この実施形態及び対応する図２の図において、排ガス流２及び供給空気流１は、互いに
垂直に供給されることがわかる。実際に、この点において熱交換器９が使用でき、これは
、図２では単に概略的に示されており、排ガス流２中に存在する熱が、供給空気流１に移
動するように、排ガス流２のための、断面において垂直に示されているいくつかのチャン
ネルを介して利用され、それらの間で供給空気流１は、図２の平面のレベルで誘導される
。
【００３２】
　簡単に示されている換気扇６、７は、一方が、供給空気用換気扇６であり、他方が、排
気用換気扇７であり、一方は供給空気流１に、そして他方は排気流２に必要な流量を観察
するために配されている。二つの換気扇６、７は、当然ながらなくても済む。
【００３３】
　二つの気流１、２が、少なくとも一つのテキスタイルの交換面８を介して互いに連通し
ていることが、特に重要である。そのテキスタイルの交換面８は、この実施形態において
、排ガス流２のそれぞれのチャンネルの壁部の、それぞれ画定された部分であってよい。
この例の風呂５の代わりに、当然ながら、別の加熱装置、コジェネレーション装置、薪ス
トーブ、薪ガス化ストーブ、オイルバーナー、ガスバーナー等も使用できる。さらに、記
載した装置は、当然ながら、居住空間を加熱するのに制限なく使用されるが、当然ながら
、産業用の装置と組み合わせても使用できる。
【００３４】
　テキスタイルの交換面８は、全体として実現される空気／空気熱交換器９のそれぞれの
交換面８として形成される。事実、図面の例におけるその空気／空気熱交換器９により、
排ガス流２から供給空気流１への熱移動も、そして排ガス流２から供給空気流１への湿気
の移動も確実に行われる。これは同時に、すなわち、温度勾配及び／又は湿度勾配に応じ
て起こる。
【００３５】
　この点において、テキスタイルの交換面又は膜８は、本発明により、例えば、フリース
からなる平坦な支持体を使用するように構成される。このフリースは、ポリエステル糸を
乱流及び、場合によっては、固定によって製造できる。該当するフリースは、引き続いて
、水結合性のフィラーでコーティングされる。
【００３６】
　この目的のために、フリース又は適当な長手方向に伸張したフリースウェッブを、浸漬
浴を介して誘導する。その浸漬浴は、フィラーの水懸濁液である。すなわち、いずれの場
合も、フィラーは、水中に懸濁した粒子として存在し、そして、このように、浸漬コーテ
ィングによってフリース上に施用される。フィラー自体は、本質的に、一種又は二種以上
のフィラー材料及びバインダーから構成されている。浸漬浴に関して、例えば、約３０重
量％～５０重量％の水並びに３０重量％～５０重量％のフィラーからなる組成物が観察さ
れる。さらに、１０重量％～２０重量％のバインダーを追加してもよい。
【００３７】
　フィラーにはバインダーと同様に、そして場合によっては、粒状形態又は粉末形態のさ
らなる添加剤を存在しており、それによって、記載した浸漬コーティングが成功する。事
実この点において、５００μｍ未満の径を有する粒状物か、又は１００μｍ未満の粉末度
の粉末が特に好都合であると証明されている。このように、記載した浸漬において、テキ
スタイルの平坦な形状物又はフリースの上面も下面も、フィラーをコーティングとして両
面的に配置させる。それによって、コーティングの厚さを簡単に予め定めて選択すること
ができる。さらに、当然ながら、当該の平坦な支持体又はフリースを数回コーティングす
ることが可能である。このように、ガスの通過速度も、湿気の通過速度も、そのように形
成された膜８に応じて変えることができ、そして、実情に適合させることができる。
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【００３８】
　事実、すなわち本発明の範囲内で、当該の膜８は、最終的に排ガス流２中に存在するガ
スのそれぞれの排ガスに対して、それらのガスが供給空気流１中に進入できないよう、非
透過性である。それに対して、該膜８を介して、排ガス流２に含まれる湿気を拡散させて
、供給空気流１を加湿することができる。さらに、フィラー中で合成樹脂バインダー又は
例えば、アクリレートのような接着剤を利用することによって、膜８を構造化することが
可能であり、また、図２に拡大して示したような三次元に構成することができる。それに
よって、膜８の表面が全体として増大し、そして、それ故、湿気の移動を最適化すること
ができる。事実、この例において膜８は、断面においてジグザグのプロフィルを有してい
る。さらに、均圧化することなく、該膜８が、二つの気流１、２の間で２，０００Ｐａ超
の圧力差を可能にすることが測定によって示されている。それによって、排ガス流２から
、供給空気流１中へ排ガスが移動して移行する危険性がない。むしろ、当該膜８は、記載
した湿気の移動にだけ透過性である。
【００３９】
　膜８の形成は、深絞りなどのプラスチック造形技術によって行うことができる。そのた
めに、コーティングした支持体を、例えば、１４０℃～２４０℃の温度に加熱してよい。
この温度では、バインダー及び支持体は変形可能である。

【図１】 【図２】
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